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本日、 標記の件について 閣議決定されましたので、 国会に報告される 標記年次韻 

告の概要等を 配布します。 



「平成 1 6 年度母子家庭の 母の就業支援施策の 実施状況」及び 
「平成「 7 年度母子家庭の 母の就業支援施策」について 

「， 法的位置付け 

法定白書 (5 月 31 日 閣議決定予定 ) 。 
母子家庭の母の 就業の支援に 関する特別措置法 ( 平成 W5 年 7 月 17 日成立。 8 月Ⅱ 日 施行。 ) 第 3 条 

において、 下記のとおり 定められている。 
  - - - - 一 - - - - - - - - - - - 一 - - 一 - - - - "- r - - - - 一 - - - 一 """" - - "- """" 一 - - - 一一 - - - 一 - - "- """" - - """" - - - - - - 一 ""- - - - 一 - - 

「 

: 母子家庭の母の 就業の支援に 関する特別措置法 ( 抄 ) 
  
  
  

  ( 国会に対する 報告等 )   
  
  
  
    
  
    
  
  
  
      

2. 記述内容 

母子家庭の母の 就業支援を直接の 目的とする施策に 限定せず、 結果として、 母子家庭の母の 就業 
に 資する施策、 生活支援に関する 施策等についても 幅広く記述。 

平成 16 年度母子家庭の 母の就業支援施策の 実施状況の構成 

土日十 牡 オ Ⅰ l 母子家庭をめぐる 状況 第 3 章 生活支援に関する 施策等 
第 「 節 母子家庭の生活の 状況 第 「 節 母子家庭の生活支援に 関する施策 
第 2 節 近時の立法措置 第 2 節 保育等 

第 2 章 就業支援に関する 施策等 第 4 章 自立を促進するための 経済的支援策 等 
第 1 節 母子家庭の母の 就業支援に関する 施策 第 「 節 児童扶養手当 
第 2 節 母子家庭の母の 就業に資する 施策 第 2 節 母子福祉資金貸付金 

第 3 節 養育費の確保 策 




